
訳
者
ま
え
が
き

１

こ
こ
に
仮
訳
す
る
の
は
、
二
〇
〇
一
年
二
月
一
九
日
の
表
現
形

式
に
お
け
る

｢

一
九
八
〇
年
一
〇
月
二
五
日
の
国
際
的
な
子
の
奪
取
の

民
事
面
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
並
び
に
一
九
八
〇
年
三
月
二
〇
日
の
子

に
つ
い
て
の
監
護
権
及
び
監
護
関
係
の
回
復
に
関
す
る
裁
判
の
承
認
及

び
執
行
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
法
律

(

監
護

権
条
約
実
施
法：
�
�
��
��

�
�
�
	


)｣

で
あ
る
。

ド
イ
ツ
は
、
一
九
八
七
年
九
月
九
日
に
、
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民

事
面
に
関
す
る
条
約
に
署
名
し
て
い
た
が
、
一
九
九
〇
年
四
月
五
日
の

｢

一
九
八
〇
年
一
〇
月
二
五
日
の
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
面
に
関
す

る
ハ
ー
グ
条
約
並
び
に
一
九
八
〇
年
三
月
二
〇
日
の
子
に
つ
い
て
の
監

護
権
及
び
監
護
関
係
の
回
復
に
関
す
る
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律

(

����

�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�����

�
�
�
�
��
�
�
�
�
��
�
�
��
�
��
����

�
�
��
�
��

��
����� 

���� 
��
	
�!
��
��
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����
�
���
�
�
���
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�
����
�#�
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�
�

�
�
�
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�
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�
�
�����

�
�
�
�
��
�
�
�
���
%
�
�

����
�
�
��
�
��
	
�
���
��
�
�
�
�
�
�
�
&
�
��������

�
�
�
�
�
�

$
�
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���
�
�
�
��

�
�
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�
�
�
�
�
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�
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�
"
��
�
��
�
�
�
�
��

'
���
�� 
��������

�
�
�
��
�
�
��
��
�� 

�
���
�����) (

１)｣

第
一
条
に
よ
り
、

連
邦
議
会
及
び
連
邦
参
議
院
が
同
意
し
、
発
効
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

監
護
権
条
約
実
施
法
は
、
そ
の
名
称
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の

�(－�･�－ (名城 )�()(��

翻

訳子
の
奪
取
の
民
事
面
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
の
ド
イ
ツ
実
施
法
に
つ
い
て

佐

藤

文

彦



る
事
項
に
お
け
る
連
邦
及
び
州
の
協
力
に
関
す
る
法
律

(�
�����

�
�
��
�
	
�


�
�
�
��
���
��
	
�	
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�	
�
�
��
	
��
���
�
��
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�
�
��
��

���
��
	
��
�
���������

��
�
�
�
����
��
�

�
�����

�
�
�
��
�
�
��
����)

第
四
条
に
よ
る
、
第
三
項
目
第
一
項
の

変
更
で
あ
る
。
こ
の
変
更
に
よ
り
、
第
三
項
目
第
一
項
に
は
、
第
二
文

が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

(

６)

。
二
度
目
は
、
一
九
九
七
年
一
二
月
一

六
日
の
、
親
子
法
を
改
正
す
る
た
め
の
法
律(�

�������
��
�
 
�!�
��

�
��
"
��
�
���
	
!������

��
�
�
�
�#�
$
����

�
��
����)

第
四
条
第
八

項
目
に
よ
る
変
更
で
、
第
六
項
目
第
一
項
第
一
文
に
お
け
る

｢

そ
の
者

が
非
嫡
出
子
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も｣

と
い
う
文
言
が
削
除
さ

れ
た

(

７)

。
三
度
目
の
変
更
は
、
一
九
九
九
年
に
行
わ
れ
、
第
五
項
目
及
び
第
六

項
目
が
変
更
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
九
年
四
月
一
三
日
の
、
監

護
権
条
約
実
施
法
に
よ
る
管
轄
権
を
変
更
す
る
た
め
の
法
律

(�
�����

��
�
�
�
�
���
�
�
�
�
�
�
�
���
�
�
��

�����

�
	
��
�
��
%
�
��
�����

���

�
�
�����


�
�
�
��
���
�
�!�
�
��
�
�
��
�����)

第
一
条
に
よ
り
、
第
五

項
目
は
全
面
的
に
改
め
ら
れ
て
現
在
の
形
に
な
り
、
第
六
項
目
第
一
項

の

｢

第
六
二
一
条
第
二
項
第
一
文｣

と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
た

(

８)

。

現
時
点
で
最
後
の
変
更
は
、
二
〇
〇
一
年
に
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
外
国
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
の

領
域
に
あ
る
諸
規
定
を
変
更
す
る
た
め
の
法
律

(�
�����

��
�

�
�
�
���
�
�
�
�
�
&
�
����
��!���

	
�
!
�
��
�
��
���
�
��
�
�
���


��
�
�
�
�
�
�
�
&
�
�������

�
�
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�
���
�
�
����
��
'
�
����
���
�
�
�
��

��
�
��
���
�
�
�
(
	
�
�
����	

��
��)

第
二
条
第
六
項
に
よ
り
、
第
三
項

目
、
第
六
項
目
、
第
九
項
目
が
変
更
さ
れ
、
第
一
四
項
目
が
新
た
に
追

加
さ
れ
た

(

９)

。
第
三
項
目
の
変
更
は
、
そ
れ
ま
で
の
第
一
項
第
四
文
を
削

除
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る

(

�)

。
第
六
項
目
の
変
更
は
、
第
一
項
第
一
文

後
段
を
、｢

民
事
訴
訟
法
第
六
二
一
条
第
二
項
第
一
文
、
第
六
二
一
ａ
条

第
１
項
及
び
第
六
二
一
ｃ
条
が
準
用
さ
れ
る｣

と
い
う
表
現
形
式
か
ら
、

現
在
の
よ
う
な
形
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
第
一
項
第
三

文
を
削
除
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る

(

�)

。
第
九
項
目
の
変
更
は
、
第
二
文

後
段
を
、｢

承
認
及
び
執
行
実
施
法
第
三
二
条
が
準
用
さ
れ
る｣

と
い
う

表
現
形
式
か
ら
、
現
在
の
よ
う
な
形
に
変
更
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

子の奪取の民事面に関するハーグ条約のドイツ実施法について

)*－�･+－ (名城 ,-*)*��

ハ
ー
グ
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
、
ド
イ
ツ
国
内
法
で
あ
る
。

国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
面
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約

(

以
下
、
単

に
ハ
ー
グ
条
約
と
呼
ぶ)

そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
既
に
少
な
く
な
い

邦
語
文
献
が
存
在
す
る
。
と
は
い
え
、
ド
イ
ツ
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

目
が
向
け
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
立
ち
入
っ
た
検
討
は
行
わ
れ
て
い

な
い

(

２)

。
ま
た
、
国
内
実
施
法
に
つ
い
て
は
、
検
討
を
加
え
る
文
献
そ
の

も
の
が
限
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く

(

３)

、
ド
イ
ツ
の
状
況
は
ほ
と
ん
ど
知

ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
子
の
奪
取
の
民
事

面
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
の
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
内
実
施
法
を
仮
訳

し
て
紹
介
す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ハ
ー
グ
条
約
の
解
釈
を
検

討

(

４)

す
る
た
め
の
前
提
の
一
つ
で
あ
る
と
と
も
に
、
将
来
わ
が
国
が
ハ
ー

グ
条
約
に
批
准
し
、
国
内
実
施
法
を
制
定
す
る
際
の
、
検
討
素
材
の
提

供
と
も
な
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
稿
に
お
け
る
訳
出
に
も
、

い
く
ば
く
か
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

２

本
稿
で
は
、
二
〇
〇
一
年
の
表
現
形
式
に
お
け
る
ハ
ー
グ
条
約

実
施
法
を
仮
訳
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
訳
出
に
先
立
ち
、
こ
の
法
律
の

成
立
及
び
そ
の
後
の
変
更
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

ハ
ー
グ
条
約
実
施
法
は
、
一
九
九
〇
年
に
制
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
一
九
九
〇
年
四
月
五
日
の
監
護
権
条
約
を
実
施
し
、
非
訟
事
件

手
続
法
並
び
に
そ
の
他
の
法
律
を
変
更
す
る
た
め
の
法
律(�

�����
��
�

�
�
�!�
�
��
�
�
�
�
�
%
�
��
�����

���
�
�����
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５)

の
第
一

条
が
、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
二
五
日
の
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
面

に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
並
び
に
一
九
八
〇
年
三
月
二
〇
日
の
子
に
つ
い

て
の
監
護
権
及
び
監
護
関
係
の
回
復
に
関
す
る
裁
判
の
承
認
及
び
執
行

に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
法
律

(�
�����

��
�

�
�
�!�
�
��
�
�
�
��
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�����
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で
あ
る
。
こ
の
第
一
条
に
お
い
て
、
一
三
項
目
か
ら
成
る
監
護
権
条
約

実
施
法
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
九
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
後
、
こ
の
法
律
は
、
現
在
に
至
る
ま
で

に
、
四
度
変
更
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
一
九
九
七
年
に
、
二
度
の
変
更
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
度
目

は
、
一
九
九
七
年
七
月
七
日
の
、
連
邦
刑
事
局
及
び
刑
事
警
察
に
関
す

翻 訳

(名城 ,-*) )*－�･+－*�#



(

３)

中
央
当
局
は
、
委
任
を
受
け
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
申
立
人
の

名
に
お
い
て
、
子
の
返
還
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
自
ら
、
ま
た

は
複
代
理
の
方
法
で
代
理
人
を
通
じ
て
、
裁
判
上
ま
た
は
裁
判
外

で
活
動
を
起
こ
す
。
条
約
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
、
自
己
の

名
に
お
い
て
し
か
る
べ
く
行
為
す
る
権
限
に
は
、
触
れ
ら
れ
な
い

ま
ま
で
あ
る
。

第
四
項
目

上
級
地
方
裁
判
所
の
上
訴

(

１)

中
央
当
局
は
、
申
立
を
、
ハ
ー
グ
条
約
第
二
七
条
を
援
用
し
て

認
め
ず
、
も
し
く
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
第
四
条
第
四
項
に
よ
り
、

ま
た
は
そ
の
他
の
理
由
に
基
づ
い
て
活
動
を
起
こ
す
こ
と
を
拒
絶

す
る
と
き
、
上
級
地
方
裁
判
所
の
裁
判
が
求
め
ら
れ
得
る
。

(

２)

上
級
地
方
裁
判
所
は
、
非
訟
事
件
手
続
に
お
い
て
、
裁
判
を
行

う
も
の
と
す
る
。
管
轄
す
る
の
は
、
中
央
当
局
が
そ
の
本
拠
を
有

す
る
地
区
に
あ
る
上
級
地
方
裁
判
所
と
す
る
。
非
訟
事
件
手
続
法

第
二
一
条
第
二
項
、
第
二
三
条
及
び
第
二
四
条
第
三
項
、
第
二
五

条
及
び
第
二
八
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
三
〇
条
第
一
項
第
一
文

並
び
に
第
一
九
九
条
第
一
項
が
準
用
さ
れ
る
。
上
級
地
方
裁
判
所

の
裁
判
は
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
部

裁
判
手
続

第
五
項
目

土
地
管
轄
権
、
管
轄
権
の
集
中

(

１)

上
級
地
方
裁
判
所
が
そ
の
本
拠
を
有
す
る
地
区
に
あ
る
家
庭
裁

判
所
は
、
上
級
地
方
裁
判
所
の
地
区
に
つ
き
、
以
下
の
事
項
に
つ

い
て
判
断
す
る
。

１

.

子
の
返
還
ま
た
は
監
護
関
係
の
回
復
に
関
係
す
る
、
並
び
に

面
接
交
渉
権
に
関
係
す
る
裁
判
上
の
命
令
に
つ
い
て
、
及
び

２

.

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
の
そ
の
他
の
締
約
国
か
ら
出
て
い
る
裁
判

の
、
執
行
宣
言
ま
た
は
承
認
の
特
別
な
確
認
に
つ
い
て
。

州
政
府
は
授
権
を
受
け
て
、
こ
の
管
轄
権
を
、
命
令
を
通
じ
て
、

第
一
文
か
ら
離
れ
て
、
上
級
地
方
裁
判
所
の
あ
る
地
区
の
家
庭
裁

判
所
に
、
ま
た
は
、
一
つ
の
州
に
複
数
の
上
級
地
方
裁
判
所
が
存

在
す
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
も
し
く
は
複
数
の
上
級
地
方
裁
判
所

の
地
区
を
担
当
す
る
家
庭
裁
判
所
に
、
割
り
当
て
る
。
州
政
府
は
、

こ
の
授
権
を
、
州
司
法
行
政
庁
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

２)

第
一
項
に
よ
る
管
轄
権
の
領
域
に
お
い
て
は
、
次
の
家
庭
裁
判

所
が
土
地
管
轄
権
を
も
つ
。

１

.

子
が
、
中
央
当
局
に
申
立
が
受
理
さ
れ
た
と
き
に
、
居
住
し

子の奪取の民事面に関するハーグ条約のドイツ実施法について

��－�･�－ (名城 ���)���

一
九
八
〇
年
一
〇
月
二
五
日
の
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
面
に
関

す
る
ハ
ー
グ
条
約
並
び
に
一
九
八
〇
年
三
月
二
〇
日
の
子
に
つ
い
て
の

監
護
権
及
び
監
護
関
係
の
回
復
に
関
す
る
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関

す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
法
律

(

仮
訳)

第
一
部

中
央
当
局

第
一
項
目

定
義

中
央
当
局
の
任
務

(

一
九
八
〇
年
一
〇
月
二
五
日
の
ハ
ー
グ
条
約

[�
	
�

�
����

Ⅱ
�

�
����

���]
以
下
、
ハ
ー
グ
条
約

第

六
条
、
一
九
八
〇
年
三
月
二
〇
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約

[�
	
�

�
����

Ⅱ
�

�
����

���]

以
下
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約

第
二
条)

は
、

連
邦
通
常
裁
判
所
の
も
と
に
あ
る
連
邦
総
検
事
局
が
負
う
。
連
邦
総
検

事
局
は
、
本
法
律
の
適
用
範
囲
に
お
い
て
管
轄
す
る
裁
判
所
及
び
当
局

と
、
直
接
接
触
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
項
目

要
請
を
行
う
際
の
翻
訳

(

１)

申
立
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
以
外
の
締
約
国
か
ら
中
央
当
局
に
な

さ
れ
て
い
る
と
き
、
こ
の
中
央
当
局
が
活
動
を
起
こ
す
こ
と
を
拒

絶
で
き
る
の
は
、
通
知
も
し
く
は
添
付
さ
れ
る
べ
き
諸
文
書
が
ド

イ
ツ
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
か
、
ま
た
は
ド
イ
ツ
語
へ
の
翻
訳

が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
な
い
限
り
に
お
い
て
で
あ
る

(

条
約
第
六

条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
一
三
条
第
二
項)

。

(

２)

ハ
ー
グ
条
約
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
る
文
書
が
、
例
外
的
に
、

ド
イ
ツ
語
の
翻
訳
を
付
け
加
え
て
い
な
い
と
き
は
、
中
央
当
局
が

翻
訳
を
な
さ
し
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
項
目

中
央
当
局
の
措
置

(

１)

中
央
当
局
は
、
警
察
庁
の
介
入
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
必
要
な
措
置

を
講
じ
、
も
っ
て
子
の
居
所
地
を
調
査
す
る
の
は
、
そ
れ
が
申
立

か
ら
明
ら
か
と
な
ら
な
い
場
合
で
あ
る
。
第
一
文
の
諸
要
件
の
も

と
で
、
中
央
当
局
は
、
居
所
を
調
査
す
る
た
め
の
公
告
を
も
、
連

邦
刑
事
局
を
通
じ
て
な
さ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
の
諸

機
関
が
関
与
さ
せ
ら
れ
る
限
り
、
中
央
当
局
は
、
そ
れ
ら
に
、
諸

措
置
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
な
、
身
上
に
関
係
す
る
諸
情

報
を
も
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
こ
れ
ら
が

通
知
さ
れ
て
い
る
目
的
の
た
め
だ
け
に
、
利
用
さ
れ
得
る
も
の
と

す
る
。

(
２)

こ
の
他
に
、
中
央
当
局
は
、
そ
の
他
の
締
約
国
か
ら
の
申
立
を
、

中
央
当
局
に
提
出
さ
れ
て
い
る
文
書
に
よ
れ
ば
管
轄
す
る
裁
判
所

に
直
ち
に
転
送
し
、
そ
し
て
既
に
と
ら
れ
た
措
置
に
つ
い
て
知
ら

せ
る
も
の
と
す
る
。

翻 訳
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続
法
第
二
二
条
に
よ
り
、
上
級
地
方
裁
判
所
に
、
即
時
抗
告
の
上

訴
の
み
が
行
わ
れ
る
。
同
法
第
二
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
が
準

用
さ
れ
る
。
子
の
返
還
を
義
務
付
け
る
裁
判
に
対
す
る
上
訴
は
、

申
立
の
相
手
方
、
少
な
く
と
も
一
四
歳
の
子
本
人
、
及
び
関
与
す

る
青
少
年
局
に
の
み
、
許
容
さ
れ
る
。
再
抗
告
は
行
わ
れ
な
い
。

第
三
部

行
わ
れ
る
要
請

第
九
項
目

そ
の
他
の
締
約
国
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
べ
き
裁
判
の

た
め
の
特
則

そ
の
他
の
締
約
国
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
べ
き
、
仮
命
令
を
含
む
監

護
権
の
裁
判
及
び
引
き
渡
し
の
裁
判
は
、
根
拠
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
基
礎
に
基
づ
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
の

そ
の
他
の
締
約
国
に
お
け
る
強
制
執
行
が
な
さ
れ
る
べ
き
場
合
、
執
行

条
項
を
備
え
る
も
の
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
は
、
申
立
に
基
づ

き
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
事
後
で
あ
っ
て
も
完
全
な
も
の
と
さ
れ
得

る
。
二
〇
〇
一
年
二
月
一
九
日
の
承
認
及
び
執
行
実
施
法
第
三
〇
条
が

準
用
さ
れ
る
。

第
一
〇
条

不
法
性
に
関
す
る
証
明
書

子
の
連
れ
去
り
ま
た
は
留
置
の
不
法
性
を
確
認
す
る
申
立

(

ハ
ー
グ

条
約
第
一
五
条
第
一
項)

に
つ
い
て
判
断
す
る
の
は
、
一
般
的
に
適
用

さ
れ
る
諸
規
定
に
よ
り
事
物
的
に
管
轄
権
を
有
す
る
、
次
の
裁
判
所
で

あ
る
。１

.

第
一
審
に
お
け
る
監
護
権
事
件
ま
た
は
婚
姻
事
件
が
係
属
し

て
い
る
か
、
ま
た
は
し
て
い
た
裁
判
所
、
さ
も
な
け
れ
ば
、

２

.

子
が
、
本
法
律
の
施
行
領
域
内
に
お
い
て
そ
の
最
後
の
常
居

所
を
有
し
て
い
た
地
区
の
裁
判
所
、
補
助
的
に
、

３

.

世
話
を
す
る
必
要
の
あ
る
地
区
の
裁
判
所
。

こ
の
裁
判
は
、
根
拠
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
一
一
項
目

申
立
の
提
出

(

１)

そ
の
他
の
締
約
国
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
申
立
が
提
出
さ

れ
得
る
司
法
行
政
当
局
と
し
て
の
裁
判
所
に
は
、
申
立
人
が
そ
の

常
居
所
を
、
本
法
律
の
施
行
領
域
に
お
い
て
そ
れ
が
欠
け
る
と
き

に
は
そ
の
居
所
を
有
す
る
地
区
の
区
裁
判
所
も
あ
る
。
裁
判
所
は
、

そ
の
申
立
を
、
形
式
的
諸
要
件
の
審
査
後
、
中
央
当
局
に
直
接
伝

達
し
、
中
央
当
局
は
こ
れ
を
そ
の
他
の
締
約
国
に
転
送
す
る
。

(

２)

必
要
な
翻
訳
を
、
中
央
当
局
は
、
申
立
人
の
費
用
で
な
さ
し
め

る
も
の
と
す
る
。
第
一
項
に
挙
げ
ら
れ
た
裁
判
所
が
、
申
立
に
よ

り
、
費
用
償
還
義
務
を
当
面
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
申

立
人
が
、
民
事
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
り
、
自
ら
費
用
を
分
担
す
る

子の奪取の民事面に関するハーグ条約のドイツ実施法について

��－�･�－ (名城 ���)���

て
い
る
地
区
の
裁
判
所
、
ま
た
は

２

.

第
一
号
に
よ
る
管
轄
権
が
欠
け
る
場
合
に
は
、
世
話
の
必
要

が
あ
る
地
区
の
裁
判
所
。

第
六
項
目

一
般
的
手
続
規
定

(

１)

裁
判
所
は
、
第
五
項
目
に
掲
げ
ら
れ
た
案
件
に
つ
き
、
家
事
事

件
と
し
て
、
非
訟
事
件
手
続
に
お
い
て
裁
判
を
行
う
も
の
と
す
る
。

民
事
訴
訟
法
第
六
二
一
ａ
条
第
一
項
、
第
六
二
一
ｃ
条
及
び
第
六

二
一
ｆ
条
が
準
用
さ
れ
る
。

(

２)

裁
判
所
は
、
申
立
に
基
づ
き
、
ま
た
は
職
権
で
、
仮
命
令
を
下

し
、
も
っ
て
子
が
危
険
な
目
に
あ
う
の
を
避
け
、
ま
た
は
関
与
者

の
利
益
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。
第
一
文
に
よ
る
裁
判
は
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
他
に
、
民
事
訴
訟
法
第
六
二
〇
ａ
条
、
第
六
二
〇
ｂ
条
、
及

び
第
六
二
〇
ｄ
条
な
い
し
第
六
二
〇
ｇ
条
が
準
用
さ
れ
る
。

第
七
項
目

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
に
よ
る
承
認
及
び
執
行
宣
言

(

１)

債
務
名
義
、
と
り
わ
け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
の
そ
の
他
の
締
約

国
か
ら
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
そ
の
地
で
執
行
可
能
な
子
の
引

き
渡
し
を
求
め
る
債
務
名
義
は
、
そ
れ
が
申
立
に
よ
り
執
行
条
項

を
付
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
強
制
執
行
を
許
容
さ
れ
る
。

(

２)

第
一
項
に
よ
る
執
行
可
能
な
債
務
命
が
存
在
し
な
い
と
き
、
確

認
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
他
の
締
約
国
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
監
護

権
に
関
す
る
裁
判
、
ま
た
は
管
轄
す
る
当
局
に
よ
り
認
可
さ
れ
て

い
る
監
護
権
に
関
す
る
合
意
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
及
び
監

護
関
係
を
回
復
す
る
た
め
の
申
立
に
基
づ
い
て
命
じ
ら
れ
る
の
は
、

申
立
の
相
手
方
が
子
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

(

３)

申
立
に
基
づ
い
て
特
別
に
確
認
さ
れ
得
る
の
は
、
そ
の
他
の
締

約
国
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
監
護
権
に
関
す
る
裁
判
が
承
認
さ
れ

る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

(

４)

そ
の
他
の
締
約
国
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
裁
判
の
承
認
ま
た
は

執
行
宣
言
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
第
八
条
及
び
第
九
条
の
事
案
に

お
い
て
も
排
斥
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
条
約
第
一
〇
条
第
一
項
ａ

号
ま
た
は
ｂ
号
の
諸
要
件
が
存
在
す
る
場
合
、
と
り
わ
け
裁
判
の

効
果
が
、
子
ま
た
は
監
護
権
者
の
基
本
権
と
相
容
れ
な
い
場
合
で

あ
る
。

第
八
項
目

裁
判
の
有
効
性
、
上
訴

(

１)

そ
の
他
の
締
約
国
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
子
の
返
還
を
義
務
付

け
る
裁
判
は
、
確
定
力
の
発
生
と
と
も
に
初
め
て
有
効
と
な
る
。

裁
判
所
は
、
裁
判
を
直
ち
に
実
行
す
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
で

き
る
。

(

２)

第
一
審
に
お
い
て
下
さ
れ
た
裁
判
に
対
し
て
は
、
非
訟
事
件
手

翻 訳
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有
基
子
・
神
前
禎
・
早
川
吉
尚)

に
よ
る
、｢

国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事

面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
試
案
及
び
解
説｣

民
商
法
雑
誌

一
一
九
巻
二
号
一
五
〇
頁
を
参
照
。

(

４)

ド
イ
ツ
で
は
、
ハ
ー
グ
条
約
に
関
連
し
て
、
一
九
九
〇
年
以
降
、
既
に

五
〇
件
を
越
え
る
裁
判
例
が
公
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、
興
味
深

い
裁
判
例
も
少
な
く
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

(

５)
�
�
�
��
Ⅰ
�
�����

	
�

���

(

６)
�
�
�
��
Ⅰ
�
���
�

	
�
�����

����

(

７)
�
�
�
��
Ⅰ
�
���
�

	
�
�����

�����

(

８)
�
�
�
��
Ⅰ
�
�����

	
�

���

な
お
、
第
五
項
目
は
、
以
前
は
次
の
よ
う
な
表
現
形
式
を
採
用
し
て
い

た
。

｢

第
五
項
目

土
地
管
轄
権

子
の
返
還
ま
た
は
監
護
関
係
の
回
復
に
関
す
る
諸
措
置
、
並
び
に
面
接

交
渉
権
に
関
す
る
諸
措
置
の
命
令
に
つ
き
、
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
の
そ

の
他
の
締
約
国
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
裁
判
の
執
行
宣
言
に
つ
き
、
中
央

当
局
に
申
立
を
行
う
際
に
婚
姻
事
件
が
係
属
し
て
い
な
い
限
り
、
次
の
家

庭
裁
判
所
が
土
地
管
轄
権
を
も
ち
、
か
つ
管
轄
権
を
維
持
す
る
。

１

.
子
が
、
申
立
が
受
理
の
時
点
で
、
居
住
す
る
地
区
の
裁
判
所
、
さ
も

な
け
れ
ば

２

.

世
話
を
す
る
必
要
の
あ
る
地
区
の
裁
判
所｣

、
と
。

(

９)
�
�
�
��
Ⅰ
�
�����

	
�
����

���

(

�)

削
除
さ
れ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

｢

中
央
当
局
は
、
子
が
居
住
す
る
地
区
に
あ
る
青
少
年
局
に
要
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、

１

.

子
の
社
会
状
況
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
、

２

.

適
切
な
措
置
を
講
じ
、
も
っ
て
子
の
任
意
の
返
還
を
実
現
す
る
こ
と
、

ま
た
は

３

.

面
接
交
渉
権
の
円
滑
な
行
使
を
促
進
す
る
こ
と
、
で
あ
る｣

。

(

�)

削
除
さ
れ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

｢

裁
判
所
は
、
青
少
年
局
に
、
適
切
な
諸
々
の
措
置
を
委
託
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
と
り
わ
け
、

１

.

子
の
社
会
状
況
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
、

２

.

子
と
の
面
接
に
関
す
る
命
令
を
実
施
す
る
こ
と
、
ま
た
は

３

.

子
の
確
実
な
返
還
を
保
障
す
る
事
前
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
を
委
託

す
る
こ
と
が
で
き
る｣

。

子の奪取の民事面に関するハーグ条約のドイツ実施法について
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こ
と
な
く
訴
訟
費
用
の
救
助
を
認
め
る
た
め
の
、
身
分
上
及
び
経

済
上
の
諸
要
件
を
満
た
す
場
合
で
あ
る
。

(

３)
申
立
の
受
理
及
び
転
送
に
際
し
て
、
区
裁
判
所
及
び
中
央
当
局

が
活
動
を
起
こ
す
た
め
に
、
こ
の
他
に
、
費
用
は
徴
収
さ
れ
な
い
。

第
四
部

一
般
規
定

第
一
二
項
目

両
条
約
の
適
用
可
能
性

個
々
の
事
案
に
お
い
て
、
子
の
返
還
が
ハ
ー
グ
条
約
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
条
約
に
よ
り
考
慮
さ
れ
る
と
き
、
最
初
に
ハ
ー
グ
条
約
の
諸
規
定
が

適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
申
立
人
が
明
示
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条

約
の
適
用
を
求
め
て
い
な
い
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

第
一
三
項
目

訴
訟
費
用
の
救
助
及
び
相
談
の
救
助

ハ
ー
グ
条
約
第
二
六
条
第
二
項
と
は
異
な
り
、
同
条
約
に
よ
る
手
続

に
際
し
て
の
、
裁
判
上
ま
た
は
裁
判
外
の
費
用
の
免
除
は
、
相
談
の
救

助
及
び
訴
訟
費
用
の
救
助
に
関
す
る
規
定
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
の
み
、

行
わ
れ
る
。

第
一
四
項
目

青
少
年
局
の
協
力

(

１)

青
少
年
局
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
措
置
に
際
し
て
、

裁
判
所
及
び
中
央
当
局
を
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。
と
り
わ
け
こ

の
こ
と
は
、
照
会
に
対
す
る
、
子
の
社
会
状
況
に
関
す
る
情
報
提

供
に
あ
て
は
ま
り
、
適
切
な
諸
事
案
に
お
い
て
は
、
子
の
返
還
及

び
裁
判
所
に
よ
る
裁
判
の
執
行
に
際
し
て
、
協
力
す
る
も
の
と
す

る
。
中
央
当
局
ま
た
は
裁
判
所
が
、
返
還
の
申
立
、
ま
た
は
返
還

も
し
く
は
引
き
渡
し
の
裁
判
の
執
行
を
扱
う
限
り
、
子
が
現
実
に

滞
在
す
る
地
域
の
青
少
年
局
が
管
轄
す
る
。
社
会
法
第
八
部
第
八

六
条
第
四
項
第
二
文
及
び
第
八
六
ｄ
条
が
準
用
さ
れ
る
。

(

２)

裁
判
所
は
、
第
一
項
第
三
文
な
い
し
第
五
文
に
よ
り
管
轄
す
る

青
少
年
局
に
、
第
五
項
目
な
い
し
第
八
項
目
に
よ
る
裁
判
に
つ
い

て
、
青
少
年
局
が
手
続
に
関
与
さ
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
で

あ
っ
て
も
、
報
告
を
行
う
も
の
と
す
る
。

(

３)

補
充
的
に
、
社
会
法
第
八
部
の
諸
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

(

註)

(

１)
�
�
�
��
����

Ⅱ
�
	
�
����

(

２)

横
山
・
前
掲
で
は
、
頻
繁
に
同
条
約
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
タ
ウ
デ
ィ

ン
ガ
ー
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
が
引
用
さ
れ
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
も

若
干
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(

３)
｢

国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律

試
案｣
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ

(

早
川
眞
一
郎
・
道
垣
内
正
人
・
織
田

翻 訳

(名城 ���) ��－�･�－���


